
１ 事業名   教員免許状更新講習 

 

２ 必要性 

  平成２１年度から開始された「教員免許更新制」は，その時々で教員として必要な資質能力が保持

されるよう定期的に最新の知識技能を身に付けることで，教員が自信と誇りを持って教壇に立ち，社

会の尊厳と信頼を得ることを目的としている。 

今日の子どもの現状として，基礎的な体力の不足や低下，基本的生活習慣や生活リズムの乱れ，意

欲を持てないことや希薄な対人関係などが指摘されるとともに，いじめ，不登校，引きこもり，学級

崩壊などの問題が顕著になっている。こうした問題の原因として，子どもへの保護者の関与の低さや

地域の大人の関わりの少なさ，そして，自然とのふれあいや仲間との交流の少なさといった直接体験

の不足があげられる。このような状況に対応するため，平成２０年３月に告示された学習指導要領に

おいては，子どもたちに社会性や豊かな人間性をはぐくむため，その発達段階に応じ，集団宿泊活動

（小学校），職場体験活動（中学校），奉仕体験や就業体験活動（高等学校）を重点的に推進するとし

ている。 

体験活動の充実を図るためには，教員自らの体験活動を豊かにするとともに，教員が体験活動に関

する基礎的な知識技能を身に付けることが求められる。そこで，小中学校や高等学校等に，宿泊活動

の場として自然体験や生活体験等の機会を提供し体験活動の指導に関する豊富なノウハウを有して

いる本施設においては，自然体験や集団宿泊活動を中心に，教員が「①実際に体験」し，「②子ども

たちの指導方法を学び」，併せて「③学級経営や問題行動対策等への活用方策についても考える」講

習会を実施する必要があると考える。 

 

３ 趣 旨 

教員が体験活動の意義について理解する共ともに，児童の集団宿泊活動を効果的に実施するた

めの基本的な体験活動の指導技術を身に付ける。また，学習指導要領における体験活動の取扱い

を理解し，教育課程の編成や教育活動に体験活動を取り入れる方法を講義や実習を通して習得す

る。 
 

４ 期 日 

 平成２１年１０月１０日（土）～１０月１２日（月） 

 

６ 参加者 

（１） 募集対象・人数 

小学校教諭（平成２３年３月３１日が終了期限の者）・３０名 

※本講習の受講対象者の生年月日 

 ・昭和３０年４月２日～昭和３１年４月１日 

・昭和４０年４月２日～昭和４１年４月１日 

・昭和５０年４月２日～昭和５１年４月１日 

※小学校の事例を多く扱うため，主な対象を小学校教諭としたが，中学校教諭・高等学校教諭

等も受講可能とした。 

（２） 参加人数   １０人 

（３） 参加者分析 

全日程が終了し笑顔の受講者 



小学校教諭７名，中学校教諭２名，高等学校教諭１名と様々な校種の教員の参加となった。 

（４） 参加地域   島根県３名，広島県７名 

 

７ 講師等 

 西田 真哉 氏（トヨタ白川郷自然学校長（元国立三瓶青少年交流の家所長）） 

    清國 祐二 氏（香川大学生涯学習教育研究センター長・教授） 

    古瀬 浩史 氏（東邦大学非常勤講師（自然教育研究センター取締役・主任研究員）  

 竹内 幹蔵 氏（島根県立三瓶自然館「サヒメル」天文事業室長）  

錦織 修一  （国立三瓶青少年交流の家事業推進室長） 

 

８ 参加経費 

２２，１９０円 

 

９ 事業の内容 

（１）事業の特色 

    教員免許状更新講習対象の教員が，教育の現状と課題，体験活動の意義や教育効果についての

理解を深め，実体験を行うことにより，児童生徒への指導方法を学び，授業や学級経営などに活

かせるようにした。 
 
（２）プログラムデザインと企画のポイント 

  教員免許状更新講習対象の教員に，子どもの現状を踏まえた体験活動の必要性や教育効果，ま

た，教育課程における体験活動の位置づけなど，体験を通して理解できるようにした。そして，

野外炊事や自然観察など実際の体験活動を行い，体験活動を実施する際に必要な指導技術を学ぶ

機会とした。 
 

（３）広報のポイント 

    広報地域は，国立三瓶青少年交流の家を利用する学校が多い，島根県，広島県を中心に広報を

行った。具体的には，島根県内の小・中・高等学校・特別支援学校（４２５校）及び，広島県北

部の小・中・高等学校・特別支援学校（４５６校）に要項を郵送した。また，島根県，広島県，

山口県内の教育委員会及び小中学校に直接広報を行った。 
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（５）運営のポイント 

   実際の体験活動を行い，野外炊事や自然観察などを実施する上で必要な技能や安全管理を学ぶこ

とができるようにした。体験活動を単なる活動で終わらせるのではなく，教育効果を高めるための

方法を提示することにより学習指導や学級経営に活かせるようにした。また，体験学習法の循環シ

ステムを取り入れてプログラムを計画するように講義や実習の流れを工夫した。それぞれの実習や

講義においても体験学習法の循環システムを意識して活動ができるように実際の活動の後のふり

かえりを大切にし，受講者がそれぞれの教育実践に活かせるようにした。 
 

（６）安全管理のポイント 

   事前に活動場所の事前踏査，周到な物品準備物，参加職員の共通理解を図った。活動前にオリエ

ンテーションを行い，施設の危険個所や危険な動植物等について理解していただいた。また，朝，

夕のつどいや講義の開始時に簡単な健康観察を実施し，受講者の体調の把握に努めた。 
 

１０ 成果と今後の課題 

   受講者のアンケートにおいて本講習全体を通しての満足度は，受講者全員から満足できる評価を

いただいた。受講者に授業や学級経営に活かす体験活動の理論や技術を十分に理解させることがで

きた。しかし，受講人数については，広報開始の時期や本講習の実施時期などから受講者が募集定

員を大きく下回った。平成２２年度については受講者のニーズを分析し広報開始の時期や本講習の

実施時期を設定する必要があると考える。 
 
１１ 普及計画・普及実績 

   講習内容および成果について本所ＨＰで紹介する。また，企画事業等報告書を作成し，青少年教

育施設，青少年教育関係機関等に送付し成果の普及を図る。 

 

グループ討議をする受講者 野外炊事をする受講者 体験活動をする受講者 


